
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かとう知っとこ情報  

ホームページ・フェイスブック・インスタグラムでも情報発信

中！ 

発行日：令和３年１月２０日 

発 行：加 東 市 商 工 会 

■新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組への協力のお願い 

兵庫県では緊急事態宣言の発出を踏まえ、以下『感染拡大防止徹底要請』のとおり、感染拡大

防止に取り組んでおり、兵庫県知事より協力の要請がありましたのでお知らせいたします。 



■新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について         ※兵庫県HPより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■商工会事務局からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■個人事業所の確定申告 
「所得税」確定申告 申告・納税期間 
    令和３年 2 月 1６日（火） 
         ～ 3 月 1５（月） 

＊口座振替日 ４月１９日(月) 

■対象者 
次の(1)~(4)の要件を全て満たす事業者の方 

(1)兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、又は
喫茶店営業許可を受けている飲食店を運営している
こと 

※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません 

(2)通常午後８時以降も営業している対象施設が、営
業時間を午前５時から午後８時まで（酒類の提供は
午前 11 時から午後７時まで）に短縮していること 

(3)令和３年１月 14 日(木)～２月７日(日)（県の要
請期間）の全ての期間において、時短営業（休業を
含む）をしていること 

※ただし、特別な理由により 1 月 14 日(木)からの時
短営業が困難な場合は、遅くとも 1 月 18 日(月)午前
０時から開始して下さい。 

(4)業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を
行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示している
こと 
 
■支給 
１日あたり６万円／店舗×時短日数（最大150万） 

■支給時期・申請方法 

２月８日以降に受付を開始します。具体的な受付時
期・申請方法は追って県ＨＰ等でお知らせします。 

※申請は令和３年２月８日以降ですが、申請に必要
となる書類や写真は、あらかじめご準備下さい。 

 

■申請にかかる必要書類 

①申請書 

②運転免許証やマイナンバーカード等申請者本人確認
書類の写し 

③通帳の写し（表紙と見開き１ページ目） 

【以下、時短営業施設・営業実態が確認できる書類】  

④確定申告書又は税務署への開業届（法人の場合は法
人設立届出書）の写し 

※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗
が対象 

⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営
業許可証の写し 

⑥従来の営業時間が分かる書類 

⑦店舗掲示又は店舗ＨＰに掲示した時短営業告知文の
写真又は写し 

⑧屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真 

⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示しているこ
とが確認できる写真 

  

 

■お問合せ先 
営業時間短縮・協力金コールセンター 
電  話：078-362-9844 
受付時間：平日 午前９時~午後５時 

 

商工会では新型コロナウイルス感染症

拡大による緊急事態宣言の発出を受け、 

感染防止対策として事務所を１階と２階

に分散して、業務を行っています。 

 会員の皆様には、ご不便をお掛けいた 

しますが、ご理解・ご協力の程よろしく 

お願い申し上げます。 

          

職員配置：右記参照 

分散期間：２月５日（金）まで（予定） 

そ の 他：ご来館の際は右記を参考に各フロア 

に分かれて、ご入室ください 

総務課   加藤    
      廣田    
      川根 
経営支援課 柳    
      北島           
      波部 
地域支援課 岸本友 

 
 

主な対応 

金融の相談（コロナ含む） 

創業の相談 

保険・共済等手続き 

労働保険事務 

会費・手数料等の支払 

事務局長  小村崎 
 
 
経営支援課 寺本 

西岡 
 

地域支援課 谷川 
岸本賢 
 

主な対応 

補助金・助成金各種 

ビジネスプラン作成 

税務相談（一般的なもの） 

固定資産減免手続き 

カード会ポイント手続き 

２階            １階 

「消費税」確定申告 申告・納税 

３月３１日(水)まで 

＊口座振替日 ４月 2３日(金) 

※その他、詳細等は兵庫県の HPにてご確認ください 

 


